
 

仙台市第３子以降小学校入学祝金 
仙台市では、新たに小学校に入学するこどもが第３子以降の場合に、入学

祝金（こども 1人あたり３万円）を支給します。 

 

 

 

１ 入学祝金を受給できる方（仙台市にお住まいで、下記の①②の両方に該当する方） 

 要  件 備  考 

①  

令和８年度に第３子以降のこどもが

小学校（特別支援学校等の小学部を

含む）に入学する方 

・第４子や第５子の入学も対象です 

・第１子、２子、３子…と出生順を数える際に、次の 

こどもは算定に含めませんのでご注意ください 

→結婚しているこども 

  →別居し就業しているこども（非課税の場合を除く） 

  →児童養護施設等へ入所措置されているこども 

  →その他、基準日の５月１日時点において、監護や生計 

関係が認められないこども 

② 
令和８年５月 1日現在において、仙

台市内に住所を有する保護者の方 

・保護者とは、原則としてこどもの父または母で、こど

もと同居している方を指します 

・こどもの父または母でない場合には、こどもと同居し、 

生計を支えている方を指します 

※仙台市にお住まいの方を対象とした制度になります。 

２ 申請方法 

せんだいオンライン申請サービスから申請できます。 

下記 URL または右の二次元コードから申請ページにアクセスしてください。 

紙の申請書による申請を希望される方は、裏面下部の問い合わせ先にご連絡ください。 

せんだいオンライン申請サービス：https://logoform.jp/form/3PrJ/1539828 

３ 申請期限等 

②  申請期限：令和８年５月３１日（日） ※紙の申請書により申請する場合は消印有効 

③  支給方法：申請者本人名義の口座へ振り込み 

 

③ 支給時期：令和８年７月２日（木）を予定 

※振込完了後に支給決定通知を送付いたします。 

※オンライン申請の方については、メール等で通知いたしますので、必ずご確認ください。 

４ その他 

申請後、審査状況により別途書類の提出をお願いする場合がございます。 

 

 

 

 

https://logoform.jp/form/3PrJ/1539828


 

５ Ｑ＆Ａ 

 質問 回答 

① どのような目的の制度なのですか？ 
少子化対策の推進および、保護者の経済的負担軽減

を目的としています。 

② 

入学祝金とはどのようなものなのでしょ

うか。祝金の使い道に制限はあります

か？  

小学校への入学を祝して贈られるお祝い金になりま

す。祝金の使途は特に限定していません。 

③ 

就学援助制度等、他の制度でも同じよう

な祝金を貰いますが、問題ないでしょう

か？ 

他の制度の祝金との併給も可能としております。（生

活保護制度の収入認定の対象にはなりません） 

④ 所得の制限はないのでしょうか？ 
申請していただく保護者について所得の制限はござ

いません。 

⑤ 

今年度入学するこどもが第２子なのです

が、祝金の対象とならないのでしょう

か？ 

今年度小学校に入学するこどもが第３子以降に該当

しない場合は対象外となります。 

⑥ 

こどもとは母と祖父母が同居しており、

単身赴任している父がいます。誰が申請

すればよいのでしょうか？ 

原則として、対象のこどもと同居している母が申請

してください。 

⑦ 

第１子は今年から働き始めましたが、実

家暮らし（親と同居）です。このこども

を含めて第３子と数えて良いですか？ 

第１子と数えて差し支えございません。 

※ 保護者と別居して就業しており、独立して生計を

営んでいるこどもの場合には、第１子に数えないよ

うご注意ください。 

⑧ 
再婚した場合、前配偶者とのこどもを算

定に含めて良いですか？ 

生計が同一であればこどもの算定に含めて差し支え

ございません。 

 

その他、ご不明な点は下記のお問い合わせ先までご連絡ください。 

 

＜ 申請・お問い合わせ先 ＞ 

仙台市こども若者局 こども支援給付課 助成給付係 

電 話：０２２－２１４－２１３３ / F A X：０２２－２１４－８６１０ 


